
 
佐
賀
県
告
示
第
百
十
号 

 

佐
賀
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱
（
昭
和
五
十
二
年
佐
賀
県
告
示

第
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

第
一
条
中
「
対
し
て
」
の
下
に
「
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
条
中
第
三
項
を
第
六
項
と
し
、
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。 

５ 

再
建
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
誓
約
書
（
別
記
様
式
第
一
号
）
を
添
え

て
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

再
建
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
己
又
は
自
社
の
役
員
等
が
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

二 

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六

号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

三 

暴
力
団
員
で
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

四 

自
己
、
自
社
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
又
は
第
三
者
に
損
害
を

与
え
る
目
的
を
も
つ
て
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
を
利
用
し
て
い
る
者 

五 

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
等
直

接
的
又
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
又
は
関
与
し
て
い
る
者 

六 

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者 

七 

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
る
者 

３ 

再
建
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
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が
、
そ
の
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
又
は
個
人
で
あ
つ
て
は

な
ら
な
い
。 

 

第
四
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

４ 

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

当
該
認
定
に
係
る
再
建
計
画
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
認
定
を
受
け
た
場
合

に
あ
つ
て
は
、
変
更
後
の
再
建
計
画
）
に
従
つ
て
そ
の
漁
業
経
営
の
再
建
を
図
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。 

二 

前
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

第
八
条
中
「
別
記
様
式
第
一
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
中
「
別
記
様
式
第
二
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
中
「
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
」
を
「
毎
年
一
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で

及
び
七
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
各
期
間
に
お
け
る
」
に
、「
融
資
残
高
」
を
「
融

資
平
均
残
高
（
計
算
期
間
中
の
毎
日
の
最
高
残
高
」
に
改
め
、「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
の
総
和

を
三
百
六
十
五
で
除
し
て
得
た
金
額
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
を
借
り
受
け
た
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
つ
た
場
合
に
は
、
融
資
機
関
に
対
す
る
利
子
補
給
を
停
止
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
。 

イ 

借
入
金
を
目
的
以
外
に
使
用
し
た
と
き
。 

ロ 

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
再
建
計
画
の
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。 

 

第
十
五
条
中
「
別
記
様
式
第
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
号
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
四
号
を
様
式
第
五
号
と
し
、
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
一
様
式
ず
つ

繰
り
下
げ
、
別
表
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

 

2



様式第１号（第３条関係） 

誓    約    書 

 

 私は、下記の事項について誓約します。 

 なお、県が必要な場合には、佐賀県警察本部に照会することについて承諾します。 

 また、照会で確認された情報は、今後、私が県と行う他の契約等における身分確認に利用する

ことに同意します。 

 

記 

 

１ 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。 

 (1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

 (2) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ。） 

 (3) 暴力団員でなくなつた日から５年を経過しない者 

 (4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもつ

て暴力団又は暴力団員を利用している者 

 (5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に

暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

 (6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 (7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

２ １の(2)及び(3)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

ではありません。 

 

                                   年  月  日  

 佐賀県知事          様 

 

            〔 法人その他の団体にあつては、事務所所在地 〕 

 

       住  所                            

             〔 法人その他の団体にあつては、法人・団体名、代表者名 〕 

      （ふりがな） 

       氏  名                         ㊞  

 

       生年月日                年  月  日 

 

 県では、行政事務全般から暴力団等を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の誓約を

お願いしています。なお、内容確認のために佐賀県警察本部へ照会を行う場合があります。 

 この様式に記載された個人情報は、漁業経営維持安定資金の事務のため及び上記の誓約事

項の確認のために使用します。また、確認情報は、あなたが県と行う他の契約等における身

分確認に利用する場合があります。 
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附 

則 
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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